
  

いつもお世話になっております。まださほど寒くない

ので冬が近いという気がしませんが、カレンダーの日付

を見てびっくり！(*_*;している私です（苦笑）一年を振

り返って、「あれもこれも出来ていない…」と焦ってく

る時期でもありますが…。仕切り直しをして計画を立て

直し、一つずつ丁寧に片付けていきたいものですね。（自

分に言い聞かす(^_^;)） 

 

ろうサポ主催♡ 

冬セミナーやります！ 
 

案内チラシを同封いたしました！川村が半年くら

い温めていたテーマです!(^^)!  ↓ ↓ ↓ 

 

 

 

 

 

 

 

内容は、サブタイトルのとおり、 

①会社の健康（メンタルヘルス） 

②社長の健康    の二つなのですが、 

  ↑ ↑ ズバリ！②のほうがメインです！ 

 

私はマラソンをやるようになって、体力と仕事面

との相乗効果を強く感じています。体力がつくと自

然と前向きな思考になりますね。実際、風邪もひか

なくなるので 365 日休まずに仕事にﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄに動

けます。いつも「むだに健康！」と笑っていますが、

事務所運営にも大きなプラスだと実感しています。 

 

さて、それで私（おせっかいですが）社長様方の

健康を案じております(^_^;) 今忙しく仕事に

打ち込んでいる社長様に、遠くに描いている事

業目標までぜひ達成していただきたいのです。

そのためには、ご自身の健康、大事ではありま

せんか？大病や生活習慣病にかからないと言

いきれますか？中小企業では社長の代役はい

ません。今後 20 年、30 年後まで（！）はつら

つといられるために、今からできる日々の心が

けをこのセミナーで一緒に勉強しませんか。 

 

～こんな社長におススメです～ 

 

○まだ体力には自信のあるアラフォー社長 

（「アラフォー」とうたっていますが、50 代以降の方

でも十分お役に立てる内容です） 

○社長の健康管理が心配な社長奥さま 

○お付き合いや宴会が多い社長さま 

○メタボが気になってきた社長さま 

○社員の元気のなさが気になる社長さま 

 

～お申し込みについて～ 

 

今回のセミナーは、柏商工会議所にも案内をする

予定です。先にろうサポのお客様を優先的に押さえ

ますので、早めにお申し込みくださいますようお願

い致します。 

セミナー後の懇親会♪も検討中です。今までご参

加されていない社長様も、どうぞ気軽にご参加くだ

さいませ。お待ちしております。 

最後になってしまいましたが、講師の吉野ドクタ

ー。いい意味で医者っぽくなく気さくな方です。お

話してみてください。 

〒277-0005 柏市柏 2-9-7 アルシェ柏 606 

Tel:04（7192）8391 Fax:04（7192）8392 

E-mail：sr.kawamura@watch.ocn.ne.jp 

HP：http://www.gogo4864.jp/ 
             ゴーゴーしゃろうし 
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会社も社員も元気になる！ 

企業健康セミナー 
～会社のメンタルヘルス＆社長の心身健康増進法～ 



 

先月に続いて就業規則第 2 弾です。どんなご相談

が多いのか、引き続き事例を簡単にご紹介します。 

 

相談事例④ 

 

会社プロフィール 歯科クリニック 約 10 名 

きっかけ 

退職する社員（事務長）から残

業代を請求された。（数 10 万）

これをきっかけに労務面のルー

ルをきちんと決めたい。 

社長の気がかり 

職員が終業後、勝手に残ってい

る時間の分は残業として認めた

くない。どうすればよいか…？ 

川村作業ポイント 

【新規作成】 

残業申請→許可の流れをアドバ

イスしうまく実践できるように

社内書式を作った。若い女性職

員が多いので規程の文章は「で

すます調」でやわらかく。作成

後に実施した説明会に出席し補

足説明など行う。 

 
 
相談事例⑤ 

 

会社プロフィール 介護施設  約 60 名 

きっかけ 
4 月の昇給の前に賃金表を手直

ししたい 

社長の気がかり 

今までの賃金表通りに昇給する

のがきびしい。若年層が定着す

るようにもう少し手厚くした

い。 

川村作業ポイント 現状の賃金制度を簡易分析す

 

【賃金規程 

一部変更】 

る。理事長の意向をくめるよう

な賃金表を何度も試作、試算し、

提案。諸手当の支給基準も再考

する。評価制度はこれから。 

 
 

相談事例⑥ 

 

会社プロフィール 製造業 約 30 名 

きっかけ 

ガン保険加入にあたって、保険

営業マンから規程を作るよう勧

められた。 

社長の気がかり 

退職金の世間相場はいくらくら

いか？ 長期勤務は奨励したい

が金額は低めでいい。 

川村作業ポイント 

【退職金規程 

新規作成】 

長年の貢献度をどう反映させる

か、議論する。基本退職金＋特

別功労金の 2 本立てを提案。次

に勤続年数と退職金額のイメー

ジを聞きとる。（勤続年数に比例

するのか、カーブするのか？）

社長の方針に沿った保険解約金

で収まる水準を試算する。 

 

 

 上記の事例のように、賃金規程や退職金規程など、

別規程もいろいろありますね。就業規則本体に加え

て、必要に応じてお作りしています。 

他の別規程としては、 

例えば… 

 ○女性社員のため、出産育児を支援したい 

     → → 育児介護休業法規程 

 ○営業車の乗り方、使い方を徹底させておきた

い・・・ → → 社用車管理規程 

 ○出張の際の清算についてその都度悩んでいる 

     → → 出張旅費規程 

 ○震災で家が半壊した社員に何かしたいが… 

     → → 慶弔見舞金規程 

 

考えてみると、出張旅費にしても見舞金にしても、

お金の問題なので、このあたりの支給ルールがあい

まいだと社員さんが不満や不安に感じることもあり

ますよね。せっかく良かれと思って支給しているこ

となのに…残念なことです。 

そんな時、「一定のルールに従って処理している」

という状態が社員にとっては安心感と有難みを感じ

させます。書面のチカラはあなどれませんね！ 

別規程は条項数も少ないので、ひな形があれば社

長お一人で作成できるものもあるでしょう。少しで

もお困りであればご相談ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

厚生年金の適用拡大でどうなる？ 

◆「一体改革」を具体化へ 

厚生労働省は、政府の「社会保障と税の一体改革」

の具体化に向けた作業を進めています。非正社員を



厚生年金に加入させるために、労働時間や収入の条

件を見直す方針です。 

 

◆年収基準を引き下げへ 

「第３号被保険者」（夫が会社員や公務員である専

業主婦）と認定する年収の基準を、現行（130 万円）

から引き下げる考えです。厚生年金保険料の算定に

使う標準報酬の下限（月額９万 8,000 円）を下げる

ことも検討しているようです。 

現在、労働者の４割をも非正社員が占めるように

なり、年金制度に歪みが生じています。非正社員が

加入する国民年金の加入対象者としては、主に定年

がない自営業者などが想定されており、厚生年金に

比べて手取りが少額です。 

 

◆厚生労働省による試算結果 

しかし、厚生年金の適用拡大に伴い、企業の負担

は増えます。厚生労働省が 2007 年に実施した試算結

果によれば、加入条件（労働時間）を「週 30 時間以

上」から「週 20 時間以上」に拡大すると新たに約 310

万人が厚生年金の加入対象となり、企業の負担が年

間約 3,400 億円も増えるそうです。 

 

◆負担増となる主婦から反発も 

厚生労働省が過去に実施した短時間労働者を対象

とするアンケート調査によれば、年収 130 万円を超

えると保険料の支払義務が発生するために「労働時

間を減らしている」と回答した人が 25％にも上った

そうです。 

現行の年金制度が働き方を制限していると言えま

すが、差し引きで負担増となる主婦層などから反発

が出ることも予想されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

休日数の多い業種・少ない業種は？ 

◆25～39 歳の 800 人が調査に回答 

 株式会社インテリジェンスが運営する転職サー

ビス「DODA（デューダ）」では、「休日に関するア

ンケート調査」（25～39 歳のビジネスパーソン 800

人が回答）を行い、その結果が発表されました。 

◆業種による休日数の違い 

この調査では、はじめに「有給休暇を除いた年間

休日数」を尋ねましたが、全体平均は「115 日」でし

た。 

業種別では次の通りとなっています。 

・休日数が多い業種…（１）「金融」122 日、（２）「メ

ーカー」121 日（３）「IT・通信・インターネット」

121 日 

・休日数が少ない業種…（１）「小売・外食」104 日、

（２）「建設・不動産」107 日、（３）「メディカル」

110 日 

この調査では、「BtoB」ビジネスを展開する業種、

土日・祝日休業が多い業種では休日数が多く、「BtoC」

ビジネスを展開し、顧客ニーズに合わせて年中無休

や土日・祝日に営業している業種では休日数が少な

いと分析しています。 

 

◆厚生労働省の調査では 

なお、厚生労働省の調査（平成 22 年就労条件総合

調査）では年間休日総数の１企業平均は「106.4 日」

（前年 105.6 日）、労働者 1 人平均は「113.4 日」（同

112.6 日）となっています。 

企業規模別では 1,000 人以上が 116.4 日（同 116.1

日）、300～999 人が 113.4 日（同 112.4 日）、100～

299 人が 109.9 日（同 109.8 日）、30～99 人が 104.5

日（同 103.5 日）となっています。 

産業別では、「情報通信業」が 123.5 日（同 121.2

日）で最多、「宿泊業・飲食サービス業」が 91.0 日（同

91.9 日）で最少でした。 

 

 

 

 

 

 

今、審議まっただ中の案件で、私も一番気にな

っている改正案です。この通り施行されてしま

うとパートさんでも週20時間以上働いていれ

ば社会保険が適用になります。社会保険料負担

を考えると頭がいたい問題です。(*_*; 

中小企業にとっては、これも悩ましい休日数で

すね。多いほうが求人では有利かもしれません

が、休日数は、ギリギリ合法のラインに設定し

ておき、有給消化を促す方が社員満足に繋がる

のでは、と思っています。 




